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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で、対物レンズに対する撮像素子の
位置決め固定を確実に行うことができ、しかも撮像素子
や回路基板のノイズの影響を抑制することを可能にする
こと。
【解決手段】本発明の内視鏡２は、対物レンズユニット
４０を保持する撮像ホルダ５２と、撮像素子５１と、撮
像素子５１を保持する硬質基板５３と、を有する。硬質
基板５３は、撮像素子５１の裏面側５１Ｂが取り付けら
れるとともに撮像素子５１の接続端子５７に電気的に接
続されたもので、撮像ホルダ５２に設けられた孔５９に
嵌合する嵌合部６０を有する。この嵌合部６０は、前記
孔５９に嵌合することによって、対物レンズユニット４
０に対する撮像素子５１の位置決め固定を行うものであ
って、導電性のパターン６２を有して構成した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡において、
　前記内視鏡の挿入部の先端部に設けられた対物レンズを直接または間接部材を介して保
持する保持枠と、
　前記対物レンズからの光を受光する受光部を表面に有する撮像素子と、
　前記撮像素子を保持する保持部材と、
　を有し、
　前記保持部材は、前記表面とは異なる前記撮像素子の裏面が取り付けられるとともに、
前記撮像素子の接続端子に電気的に接続されたもので、前記保持枠に設けられた孔に嵌合
する嵌合部を有し、
　前記嵌合部は、前記孔に嵌合することによって、前記対物レンズに対する前記撮像素子
の位置決め固定を行うものであって、導電性のパターンを有して構成したことを特徴とす
る内視鏡。
【請求項２】
　前記保持枠は導電性部材を用いて構成され、
　前記パターンは、前記撮像素子の接地端子と電気的に接続されるとともに、前記保持枠
に覆われるように前記嵌合部に設けられていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
。
【請求項３】
　前記保持枠は、前記孔の長手方向の一部の内周側または開口側に形成され、前記孔に前
記嵌合部が嵌合したときに、前記保持部材の一部と当接することにより、前記対物レンズ
に対する前記撮像素子の位置決めを行う段差部を有して構成したことを特徴とする請求項
１または請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記保持部材は、前記撮像素子の裏面と対向する保持面に前記撮像素子を配設する硬質
基板であり、
　前記硬質基板の前記嵌合部は、前記保持面と、前記保持面と直交する外面とで構成した
ことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記硬質基板は、前記撮像素子の裏面に設けられた複数の端子と、前記保持面に設けら
れ、前記撮像素子の裏面と対向する複数のランドと、を接続することにより、前記撮像素
子を保持し、
　前記複数の端子および前記複数のランドは、前記撮像素子と外部機器との電気的な接続
を行う複数の電気接続端子および電気接続用ランドと、前記撮像素子と前記外部機器との
電気的な接続を行わない複数のダミー端子およびダミーランドと、を有し、
　前記複数のダミーランドは、前記電気接続用ランドより表面積が小さく構成され、
　前記撮像素子は、前記ダミー端子と前記ダミーランドとが接続されることにより、前記
硬質基板への位置決めがされることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記保持部材は、前記保持枠の前記孔と嵌合する嵌合部の内、隣り合う２辺、または向
かい合う２辺が、その他の嵌合部の辺よりも長く形成されていることを特徴とする請求項
１から請求項５のいずれか１項に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記撮像素子は、複数の画素のうち選択された任意の画素から画素信号を読み出し可能
なイメージセンサであり、
　前記対物レンズと前記受光部との芯出しを、前記受光部の読み出し位置を調整し行うこ
とを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、挿入部の先端部に撮像素子を有する内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡は、医療分野及び工業分野において広く用いられている。被写体は、
内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた撮像素子により撮像され、被写体像が装置本体の
モニタに表示される。術者等は、そのモニタに映し出された被写体像を見て、被写体の観
察等を行うことができる。
【０００３】
　内視鏡は、通常、挿入部の先端部に設けられた対物レンズを保持する保持枠と、撮像素
子と、この撮像素子が接続される基板と、前記基板に接続されることにより前記撮像素子
に電気的に接続される信号ケーブルと、を有している。　
　例えば、特許文献１には、高画質の画像が得られ、挿入部の細径化を図れる小型化の撮
像装置を備えた内視鏡が示されている。　
　この内視鏡の撮像装置は、対物レンズをレンズホルダを介して保持する保持枠である撮
像ホルダを有し、この撮像ホルダの所定位置には、撮像素子の受光面側にガラスリッドを
介して配設された芯出しカバーガラスが接着によって固定されている。なお、芯出しカバ
ーガラスとガラスリッドと撮像素子とは接着によって固定されている。つまり、この特許
文献１には、撮像素子が、芯出しカバーガラス、ガラスリッドを介して、保持枠である撮
像ホルダに位置出しが行われて固定される構成が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、撮像素子の接続ランドに回路基板を介して電気的に接続される
とともに挿入部内に延設された、信号ケーブルである複合ケーブルを備えた内視鏡が示さ
れている。この複合ケーブルは、撮像素子への信号の送受信を行う単純線や同軸線からな
る複数の信号線と、シールド線である総合シールドと、を有している。総合シールドが信
号線を覆うことにより、信号線への外部からのノイズの影響や信号線から外部へのノイズ
の影響を抑制し、ノイズをシールドすることができる。
【０００５】
　またこの内視鏡は、撮像素子や回路基板の一部を覆い包む補強枠を有している。
【０００６】
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－５０４９７号公報
【特許文献２】特開２０１２－１８３３３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の内視鏡では、芯出しカバーガラスを用いて、保持枠
である撮像ホルダに対する撮像素子の位置決め固定を行っており、芯出しカバーガラスを
有していることから先端部を構成する先端硬質部の長手方向の長さ（以下、硬質部長と称
す）が長くなってしまう。また、芯出しカバーガラスとガラスリッドと撮像素子とは、各
々の対向する面を接着することにより固定されているため、例えば挿入部が湾曲したとき
等に生じる外力を受けて、撮像素子の受光面とガラスリッドの接着部やガラスリッドと芯
出しカバーガラスの接着部が剥離してしまい、対物レンズに対する撮像素子の位置が所望
の位置からずれてしまい、モニタに正しく被写体像が表示されない虞がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の内視鏡では、複合ケーブルの先端側において、単純線や同軸
線からなる信号線が突出しており、信号線のこの突出部は、総合シールドにより覆われて
おらず、総合シールドから露出している。総合シールドから露出した部分である突出部、
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特に単純線の突出部は、外部からのノイズの影響を受ける虞があり且つ外部へノイズの影
響を出す虞がある。例えば単純線の突出部が外部からのノイズの影響を受けると、その単
純線に電気的に接続された回路基板や撮像素子もノイズの影響を受ける虞がある。
【００１０】
　また、特許文献２に記載の内視鏡は、撮像素子や回路基板の一部を覆い包む補強枠を有
しているが、補強枠が金属で出来ている記載はなく、この補強枠が撮像素子や回路基板に
対する外部からのノイズの影響や信号線から外部へのノイズの影響を抑制する効果を有す
る記載はない。仮に補強枠が金属で構成され、ノイズの影響を抑制する効果を有していた
としても、この補強枠は、撮像素子と回路基板の一部を覆っているのみで、且つ総合シー
ルドと接触しておらず、補強枠と総合シールドの間には隙間があり、この隙間の部分から
、撮像素子や回路基板や複合ケーブルへ外部のノイズが侵入したり、撮像素子や回路基板
や複合ケーブルからのノイズを外部へ出したりする虞がある。
【００１１】
　本発明は、前記問題点に鑑みなされたものであり、簡易な構成で、対物レンズに対する
撮像素子の位置決め固定を確実に行うことができ、しかも撮像素子や回路基板のノイズの
影響を抑制できる内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡は、内視鏡において、前記内視鏡
の挿入部の先端部に設けられた対物レンズを直接または間接部材を介して保持する保持枠
と、前記対物レンズからの光を受光する受光部を表面に有する撮像素子と、前記撮像素子
を保持する保持部材と、を有し、前記保持部材は、前記表面とは異なる前記撮像素子の裏
面が取り付けられるとともに、前記撮像素子の接続端子に電気的に接続されたもので、前
記保持枠に設けられた孔に嵌合する嵌合部を有し、前記嵌合部は、前記孔に嵌合すること
によって、前記対物レンズに対する前記撮像素子の位置決め固定を行うものであって、導
電性のパターンを有して構成したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の内視鏡によれば、簡易な構成で、対物レンズに対する撮像素子の位置決め固定
を確実に行うことができ、しかも撮像素子や回路基板のノイズの影響を抑制することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に係る第１の実施形態を示し、内視鏡を含む内視鏡システムの構成を示す
図
【図２】図１の内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた撮像装置の構成を説明するための
断面図
【図３】図２の撮像装置の分解斜視図
【図４】図２の撮像素子の保持枠の変形例１の構成を示す保持枠を後端部から見た図
【図５】図２の撮像素子の保持枠および保持部材の変形例１の構成を示す保持枠を後端部
から見た図
【図６】図２の撮像素子の保持枠の後端部の構成を説明するための斜視図
【図７】図２のＶ－Ｖ線断面図
【図８】図２のガラスリッドが固定された撮像素子と保持部材との接続前の状態を示す図
【図９】図８に示す状態から、撮像素子を保持部材に接続した状態を示す図
【図１０】本発明に係る第２の実施形態を示し、内視鏡の先端部内の保持枠に保持部材の
構成を示す斜視図
【図１１】図１０の保持部材の構成を示す上面図
【図１２】図１１の保持部材の側面図
【図１３】図１０の保持部材の変形例１の構成を示す側面図
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【図１４】構成例１に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの断面図
【図１５】構成例２に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの基端部の断
面図
【図１６】図１５の撮像素子ユニットの変形例１を示す撮像素子ユニットの基端部の断面
図
【図１７】図１５の撮像素子ユニットの変形例２を示す撮像素子ユニットの基端部の断面
図
【図１８】構成例３に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの基端部の断
面図
【図１９】図１８の撮像素子ユニットの変形例１を示す撮像素子ユニットの基端部の断面
図
【図２０】構成例４に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの基端部の断
面図
【図２１】図２０の撮像素子ユニットの変形例１を示す撮像素子ユニットの断面図
【図２２】構成例５に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニット内の基板部の
上面図
【図２３】図２２の基板部の側面図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
（第1の実施形態）　
　図１～図１２は、本発明に係る第１の実施形態を示し、図１は、第１の実施形態に係る
内視鏡を含む内視鏡システムの構成を示す図である。
【００１６】
　図１に示す内視鏡システム１は、本発明の電子内視鏡（以下、内視鏡と略記する）２と
、光源装置３と、ビデオプロセッサ４と、表示装置であるモニタ５と、を備えて構成され
ている。内視鏡２は、長尺で細長な挿入部９と、操作部１０と、電気ケーブルであるユニ
バーサルケーブル１７と、を備えて構成されている。
【００１７】
　内視鏡２の挿入部９は、先端から順に、先端部６、湾曲部７、可撓管部８を連設して構
成されている。操作部１０は、挿入部９を構成する可撓管部８の基端側に連設されている
。
【００１８】
　操作部１０には、挿入部９の湾曲部７を湾曲操作するための湾曲操作ノブ１１、送気送
水ボタン１４ａ、吸引ボタン１４ｂ、各種内視鏡機能のスイッチ１５等が設けられている
。湾曲操作ノブ１１は、湾曲部７を上下方向に湾曲操作するための上下湾曲操作ノブ１２
と、湾曲部７を左右方向に湾曲操作するための左右湾曲操作ノブ１３とを備えている。
【００１９】
　操作部１０の挿入部側には、処置具挿通口１６が設けられており、この処置具挿通口１
６は、処置具挿通チャンネルに連通する開口である。各種処置具は、処置具挿通口１６を
介して処置具挿通チャンネルに挿通される。
【００２０】
　操作部１０から延出されるユニバーサルケーブル１７は、その端部に光源装置３に着脱
自在な内視鏡コネクタ１８を有している。内視鏡コネクタ１８には映像用ケーブル１９の
映像用コネクタ１９Ｂが着脱自在に接続される。映像用ケーブル１９の他端部にはプロセ
ッサ用コネクタ１９Ａが備えられており、ビデオプロセッサ４に着脱自在である。
【００２１】
　ビデオプロセッサ４は、内視鏡画像を表示するモニタ５と電気的に接続される。ビデオ
プロセッサ４は、内視鏡２の撮像装置によって光電変換されて伝送された撮像信号を最適
な映像信号に処理してモニタ５に出力する。
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【００２２】
　なお、本実施形態の内視鏡２は、ライトガイドバンドルによって、光源装置３から先端
部６まで照明光を伝送するタイプである。　
　また、先端部６の先端面には、観察窓２１、照明窓２２、先端開口２３、およびノズル
２４が設けられている。観察窓２１は、後端側の撮像装置の対物レンズに観察部位の光を
入射させる。照明窓２２は、ライトガイドバンドルによって伝送された照明光が観察部位
に向けて照射する。先端開口２３は、処置具チャンネルの先端側開口と吸引用開口とを兼
ねている。ノズル２４は、観察窓２１に向けて洗浄液、或いは空気を噴出して、観察窓２
１の表面に付着した体液等を除去する。
【００２３】
　図２は、図１の内視鏡の挿入部の先端部内に設けられた撮像装置の構成を説明するため
の断面図である。　
　図１の先端部６内には、撮像装置３０が設けられており、この撮像装置３０は、図２に
示すように、対物レンズユニット４０と撮像素子ユニット５０とを備えて構成されている
。　
　対物レンズユニット４０は、対物レンズの一つを構成する観察窓２１、間隔環４１、４
３、光学レンズ４２、４４、４５、およびレンズ枠４６を備えて構成されている。レンズ
枠４６には、先端から順に、観察窓２１、間隔環４１、レンズ４２、間隔環４３，レンズ
４４、４５を配置して固定されている。　
　撮像素子ユニット５０は、撮像素子５１と、保持枠を構成する撮像ホルダ５２と、保持
部材を構成する硬質基板５３と、複合ケーブル５５とで主に構成されている。
【００２４】
　本実施形態において、内視鏡２の撮像装置３０は、芯出しカバーガラスを設けてない構
成である。撮像素子５１の前面側に固定されたガラスリッドに芯出しカバーガラスを固定
した構成では、芯出しカバーレンズが撮像ホルダに固定されているため、湾曲部の湾曲動
作に伴って生じる外力を受けてしまい、この芯出しカバーガラスがガラスリッドから剥離
する虞がある。
【００２５】
　本実施形態の撮像装置３０は、図２に示すように、芯出しカバーガラスを設けてなく、
よってガラスリッドから剥離する虞もない。また、本実施形態の撮像装置３０では、芯出
しカバーガラスを用いずに、撮像素子５１の撮像ホルダ５２に対する位置決めを行うこと
ができる。
【００２６】
　このような構成を含み、撮像装置３０の詳細な構成について、図２～図８を参照しなが
ら説明する。　
　なお、図３は、図２の撮像装置の分解斜視図、図４は、図２の撮像素子の保持枠の変形
例１の構成を示す保持枠を後端部から見た図、図５は、図２の撮像素子の保持枠および保
持部材の変形例１の構成を示す保持枠を後端部から見た図、図６は、図２の撮像素子の保
持枠の後端部の構成を説明するための斜視図、図７は、図２のＶ－Ｖ線断面図、図８は、
図２のガラスリッドが固定された撮像素子と保持部材との接続前の状態を示す図、図９は
、図８に示す状態から、撮像素子を保持部材に接続した状態を示す図である。
【００２７】
　本実施形態において、撮像素子５１は、例えばＭＯＳイメージセンサ、あるいはＣＭＯ
Ｓイメージセンサなどの、複数の画素のうち選択された任意の画素から画素信号を読み出
し可能なイメージセンサである。図２に示すように、撮像素子５１の対物レンズユニット
４０側の表面５１Ａには対物レンズユニット４０からの光を受光する受光部５１ａが設け
られている。また、この撮像素子５１の表面５１Ａには、受光部５１ａを覆うようにガラ
スリッド５６が接着剤により固定されている。
【００２８】
　また、撮像素子５１の表面５１Ａと異なる裏面５１Ｂには、複数（ここでは６個）の接
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続端子５７と複数（ここでは３個）のダミー端子６４ａが設けられている。
【００２９】
　これら複数の接続端子５７は、後述するが保持部材である硬質基板５３の保持面５３Ａ
上に設けられた複数（ここでは６個）のランド５８に半田等によりそれぞれ電気的に接続
される。また、これら３つのダミー端子６４ａは、硬質基板５３の保持面５３Ａ上に設け
られた複数（ここでは３個）のダミーランド６４に半田等によりそれぞれ接続される。
【００３０】
　本実施形態において、保持枠を構成する撮像ホルダ５２は、導電性部材である例えばス
テンレス綱を用いて形成された枠部材であり、中心軸Ｏ方向に連通する孔５９を有して構
成される。また、保持部材である硬質基板５３は、この撮像ホルダ５２の孔５９に嵌合す
る嵌合部６０を有して構成される。
【００３１】
　また、この嵌合部６０は、孔５９に嵌合することによって、前記対物レンズユニット４
０に対する撮像素子５１の位置決め固定を行うものであって、導電性のパターン６２を有
して構成されている。そして、保持枠を構成する撮像ホルダ５２は導電性部材を用いて構
成され、前記パターン６２は、撮像素子５１の接地端子と電気的に接続されるとともに、
撮像ホルダ５２に覆われるように嵌合部６０に設けられている。
【００３２】
　さらに、撮像ホルダ５２は、孔５９の長手方向における所定位置の内周側に形成された
段差部６１を有する。この段差部６１は、孔５９に硬質基板５３の嵌合部６０が嵌合した
ときに、硬質基板５３の一部と当接することにより、対物レンズユニット４０に対する撮
像素子５１の位置決めを行う。
【００３３】
　撮像ホルダ５２の孔５９は、図２および図３に示すように、対物レンズユニット４０を
嵌合する第１の孔５９Ａと、硬質基板５３の嵌合部６０を嵌合する第２の孔５９Ｂとを有
して形成されている。　
　なお、第１の孔５９Ａの、中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯは、第２の孔５９Ｂの、
中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯ１よりも小さくなるように形成されている。すなわち
、この第１の孔５９Ａと第２の孔５９Ｂの境界部分に、前記段差部６１が形成されている
。
【００３４】
　したがって、撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂに硬質基板５３の嵌合部６０を嵌合して
、この段差部６１に硬質基板５３の保持面５３Ａが当接することにより、対物レンズユニ
ット４０に対する中心軸Ｏ方向における撮像素子５１の位置決め固定を行うことができる
。
【００３５】
　また、同時に、図６に示すように、撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂを形成する対向す
る内側両側面５９ＢＬ、５９ＢＲに、硬質基板５３の両側側面６０ＣＬ、６０ＣＲが当接
することにより、対物レンズユニット４０に対する中心軸Ｏ方向に直交する方向（図２を
上から見た場合の中心軸Ｏの左右方向）における撮像素子５１の位置決め固定を行うこと
ができる。
【００３６】
　なお、本実施形態において、前記第２の孔５９Ｂの、中心軸Ｏに対して直交する方向の
断面形状が、図３に示すように四角形状である構成であるが、これに限定されるものでは
なく、円形形状に形成してもよい。これに合わせて、硬質基板５３の嵌合部６０について
も円形形状に構成すればよい。また、本実施形態において、第１の孔５９Ａと第２の孔５
９Ｂとのそれぞれの大きさは、第１の孔５９Ａの、中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯが
、第２の孔５９Ｂの、中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯ１よりも小さくなるように形成
したが、これに限定されるものではない。
【００３７】
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　例えば、第１の孔５９Ａの、中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯが、第２の孔５９Ｂの
、中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯ１よりも大きくなるように形成してもよい。この場
合、この形状に合わせて嵌合部６０を嵌合できるように形成するととともに、硬質基板５
３の保持面５３Ａを有する面を段差部６１に当接するように構成すればよい。
【００３８】
　また、第１の孔５９Ａの、中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯが、第２の孔５９Ｂの、
中心軸Ｏに直交する方向の距離ＬＯ１と同じ寸法となるように形成してもよい。この場合
、第１の孔５９Ａと第２の孔５９Ｂとの間の撮像ホルダ５２の内周面の全部または一部に
、段差部６１としての突き当て用の段差を設けて構成すればよい。
【００３９】
　さらに、撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂに、硬質基板５３の嵌合部６０が嵌合できれ
ば、第１の孔５９Ａの距離ＬＯと第２の孔５９Ｂの距離ＬＯ１との長さや、各孔５９Ａ、
５９Ｂおよび嵌合部６０の形状は、どのような形状であってもよい。例えば、第２の孔５
９Ｂの内周面の形状をテーパ状に形成するとともに、この第２の孔５９Ｂに嵌合できるよ
うに、硬質基板５３の嵌合部６０についてもテーパ状に形成すればよい。
【００４０】
　なお、本実施例において、対物レンズユニット４０に対する撮像素子５１の位置決め固
定が行えれば、撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂと硬質基板５３の嵌合部６０との嵌合面
は、全周に配置しなくても周方向に一部配置して構成してもよい。
【００４１】
　例えば、図４の変形例に示すように、撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂを構成する面５
９ＢＵ、５９ＢＤ、５９ＢＲ、５９ＢＬのうち、２つの面である例えば面５９ＢＤ、５９
ＢＬに、中心軸Ｏ方向に向かって延設される筋状の凸部５９ＢＤＸ、５９ＢＬＸを設け、
これらの凸部５９ＢＤＸ、５９ＢＬＸが、嵌合部６０を嵌合した際に、嵌合部６０の側面
に当接して中心軸Ｏ方向とは直交する２方向に押し付けて、嵌合部６０の２つの面を第２
の孔５９Ｂの２つの面５９ＢＵ、５９ＢＲに当接することにより、位置決め固定を行うよ
うに構成してもよい。この場合、寸法や表面粗さ等の加工精度が必要な部分が凸部５９Ｂ
ＤＸ、５９ＢＬＸとなり、面５９ＢＤや面５９ＢＬの全面の精度を良くする必要がなくな
るという効果がある。
【００４２】
　また、撮像ホルダ２の形状は、図２および図３に示す構成に限定されるものではなく、
第２の孔５９Ｂを形成する、中心軸Ｏ方向に直交する水平方向の両側壁部を開口し、中心
軸Ｏ方向に直交する上下方向の壁部５２Ｕ、５２Ｄ（図５参照）のみを備えて構成した形
状でもよい。この上下方向の壁部５２Ｕ、５２Ｄは、撮像ホルダ５２の基端側に、中心軸
Ｏ方向に沿って延設されることになる。
【００４３】
　このような構成の場合、例えば、第２の孔５９Ｂを形成する前記上下方向の壁部の内面
に角部を形成することによって、嵌合部６０の、中心軸Ｏ方向とは直交する方向の位置決
め固定を行うことができる。
【００４４】
　また、図５の変形例に示すように、硬質基板５３の嵌合部６０の片側側面に沿って上方
向または下方向（図中では上方向）に四角形状の突起部５３Ｕを設け、この突起部５３Ｕ
の内側面５３ＵＩに撮像ホルダ５２の上下方向のいずれかの壁部５２Ｕまたは５２Ｄ（図
中では上方向の壁部５２Ｕ）の外側面５２ＵＡに当接することにより、中心軸Ｏ方向とは
直交する方向（図５を上から見た場合の中心軸Ｏの左右方向）における撮像素子５１の位
置決め固定を行うことができる。
【００４５】
　さらに、撮像ホルダ５２の前記壁部と、硬質基板５３の嵌合部６０との一方に、中心軸
Ｏ方向に沿って延設される溝、他方にその溝に案内される突起部を設けて、前記溝に突起
部を係合しながら嵌合部６０を撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂに嵌合してもよい。溝へ
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の突起部の係合により、上記同様に嵌合部６０の、中心軸Ｏ方向とは直交する方向の位置
決め固定を行うことができる。
【００４６】
　なお、本実施形態において、対物レンズユニット４０に対する撮像素子５１の位置決め
固定が行えれば、撮像ホルダ５２の段差部６１は、全周に配置しなくても周方向に一部配
置して構成してもよい。
【００４７】
　硬質基板５３は、例えば、酸化アルミニウムを使用したセラミック基板やガラスエポキ
シを用いて構成された硬質の基板である。この硬質基板５３は、図２および図３に示すよ
うに、例えば平面の基板をコの字状に折曲して構成されている。そして、硬質基板５３に
おいて、撮像素子５１の裏面５１Ｂと対向する保持面５３Ａに撮像素子５１が配設される
。　
　なお、硬質基板５３は、上記部材に限定されることはなく、硬質であればどのような部
材を用いてもよい。
【００４８】
　また、硬質基板５３の嵌合部６０は、保持面５３Ａと、この保持面５３Ａと直交する外
面６０Ａとで構成されている。この嵌合部６０を構成するそれぞれの外面６０Ａには、上
記したように導電性のパターン６２が設けられている。
【００４９】
　このパターン６２は、例えば接地用の配線パターンであって、撮像素子５１の図示しな
い接地端子と電気的に接続されるとともに、撮像ホルダ５２に覆われるように嵌合部６０
に設けられている。また、このパターン６２は、硬質基板５３の後端面５３Ｂに露出する
ように形成された端子部６２ａを有している。これらの端子部６２ａには、複合ケーブル
５５の接地用信号線５５Ｂが半田等によって電気的に接続されている（図２、図６参照）
。
【００５０】
　なお、前記パターン６２は、段差部６１に当接する、硬質基板５３の保持面５３Ａの突
き当て面まで延設するように構成してもよい。また、撮像ホルダ５２の第１の孔５９Ａの
内面やレンズ枠４６の内面は、フレア防止のために例えば黒処理が施されている。この場
合、前記黒処理が例えば絶縁膜で形成されることにより、撮像素子５１と撮像ホルダ５２
が近接しても確実な絶縁を確保することができる。
【００５１】
　また、硬質基板５３の保持面５３ａの裏面側に形成された実装面５３Ｂには、駆動ＩＣ
やトランス等の電子回路部品５４が実装され電気的に接続されている。さらに、硬質基板
５３の外面６０Ａの裏面側に形成されたそれぞれの実装面６０Ｂには、接続用ランド６３
が設けられている（図２参照）。
【００５２】
　この接続用ランド６３は、硬質基板５３の図示しない配線パターンを介して電子回路部
品５４と電気的に接続されている。これらの接続用ランド６３には、信号処理用信号線５
５Ｃがそれぞれ半田等によって電気的に接続されている。
【００５３】
　なお、複合ケーブル５５は、図２および図６に示すように、内部に信号処理用信号線５
５Ｃを有する信号ケーブル５５Ａと、この信号ケーブル５５Ａの外周側に被覆される接地
用信号線５５Ｂとを有して構成されており、公知の複合ケーブルである。　
　また、硬質基板５３の外面６０Ａの長手方向の一辺の長さＬ１は、この硬質基板５３の
実装面６０Ｂの一辺の長さＬ２よりも長く形成されている。
【００５４】
　次に、撮像素子５１の硬質基板５３への接続および位置決め工程について図７～図９を
用いて説明する。　
　本実施形態において、撮像素子５１の複数（ここでは６個）の接続端子５７および硬質
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基板５３の複数（ここでは６個）の接続用ランド５８は、撮像素子５１と外部機器との電
気的な接続を行うためのものである。
【００５５】
　また、撮像素子５１の複数（ここでは３個）のダミー端子６４ａおよび硬質基板５３の
複数（ここでは３個）のダミーランド６４は、撮像素子５１と外部機器との電気的な接続
を行わないものである。なお、硬質基板５３の複数のダミーランド６４は、複数の接続用
ランド５８より表面積が小さく構成されている。
【００５６】
　ここで、撮像素子５１を硬質基板５３に電気的に接続して固定する場合、まず、作業者
は、図８に示すように、硬質基板５３の複数の接続用ランド５８およびダミーランド６４
上に、予め温めて溶解している半田６５を設ける。
【００５７】
　そして、撮像素子５１を、図８に示す矢印方向（上方向）から硬質基板５３上に載せる
。このとき、撮像素子５１の複数の接続端子５７を、硬質基板５３の対応する接続用ラン
ド５８に接合させ、同時に、撮像素子５１の複数のダミー端子６４ａを、硬質基板の対応
するダミーランド６４に接合させるようにして配置する。　
　なお、半田６５を用いずに、接点が接触する状態で単に接着しても、同様の効果が得ら
れる。
【００５８】
　その後、撮像素子５１を硬質基板５３上に載せた状態で、熱を加える。すると、撮像素
子５１の複数の接続端子５７は、硬質基板５３の接続用ランド５８に半田６５により電気
的に接続される。同時に、撮像素子５１の複数のダミー端子６４ａは、硬質基板５３のダ
ミーランド６４に半田６５により接続される。このようにして、撮像素子５１は硬質基板
５３上に電気的な接続がなされるとともに固定される。
【００５９】
　また、本実施形態では、図７に示すように、硬質基板５３に設けられた３つのダミーラ
ンド６４は、撮像素子５１の硬質基板５３に対する高精度な位置決めを行うための位置決
め手段である。
【００６０】
　すなわち、撮像素子５１を硬質基板５３に固定する際に、これら３つのダミーランド６
４に、対応する撮像素子５１のダミー端子６４ａを接合させ、半田６５に熱を加えること
により、この半田６５とダミー端子６４ａとが互いに引き合うことで、撮像素子５１の各
ダミー端子６４ａを硬質基板５３上のダミーランド６４に高精度で位置決めして固定する
ことができる。つまり、ランドが大きいと、半田接合時にその大きいランド内で位置ずれ
を起こす虞があるが、ダミーランド６４が小さいことにより、半田接合時に半田が表面張
力により小さなダミーランド６４に吸い寄せられ固定されることになる。これにより、半
田をリフローするだけで高精度に位置決めして固定することができる。また、他のランド
が大きいことにより、接合強度を確保でき実装の安定性に寄与することができる。　
　したがって、撮像素子５１を硬質基板５３に対して容易に位置決めを行うことができる
とともに硬質基板５３に固定することができる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、３つのダミー端子６４ａおよび３つのダミーランド６４を設け
た構成について説明したが、これに限定されることはなく、例えば、中心軸Ｏに対して直
交する方向に２つのダミー端子６４ａおよび２つのダミーランド６４を設けた場合でも撮
像素子５１を硬質基板５３に対して精度良く位置決めを行い固定することができる。
【００６２】
　次に、撮像素子５１を固定した硬質基板５３の撮像ホルダ５２への取り付けおよび位置
決め工程について図２および図３を用いて説明する。
【００６３】
　本実施形態において、作業者は、上記接続工程により撮像素子５１を固定した硬質基板
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５３を、図３に示すように、撮像ホルダ５２の第２の孔５９Ｂに嵌合させる。
【００６４】
　すると、硬質基板５３の保持面５３Ａの一部である縁部が、撮像ホルダ５２の孔５９の
長手方向における所定位置の内周側に形成された段差部６１に当接する。これにより、撮
像素子５１を、対物レンズユニット４０に対して高精度に位置決めを行うことができる。
なお、この段差部６１と硬質基板５３との当接部分は、接着剤を用いて固定される。
【００６５】
　従って、径方向の位置決めについては、対物レンズユニット４０と撮像素子５１との光
軸の芯出しが高精度で行うことができるとともに、複数面で嵌合することにより対物レン
ズユニット４０の光軸と撮像素子５１の受光部５１ａの撮像面とのチルト（傾き）を低減
することができる。また、中心軸Ｏ方向の位置決めに関し、対物レンズユニット４０と撮
像素子５１の位置決めは、両方が精度よく固定され位置決めされてもよく、また、撮像素
子５１と撮像ホルダ５２とが上述した様に高精度に位置決めされた状態で、ピントが合う
ようにレンズ枠４６を中心軸Ｏ方向に移動可能な様に、例えば螺合によりレンズ枠４６が
前後する構成等、レンズ枠４６と撮像ホルダ５２とが中心軸Ｏ軸方向に調整可能な構成と
してもよい。
【００６６】
　その後、撮像ホルダ５２の孔５９の第１の孔５９Ａ内の撮像素子５１の側面部近傍、お
よび硬質基板５３の凹部部分に充填剤を充填して固定する。
【００６７】
　したがって、このような構成の撮像装置３０を有する内視鏡２は、上記したように芯出
しカバーガラスを用いずに撮像素子５１の対物レンズユニット４０に対する位置決めを、
段差部６１と硬質基板５３の一部との当接によって容易に行うことができる。
【００６８】
　また、硬質基板５３に設けられた複数の接続用ランド５８、接地用パターン６２、およ
び複合ケーブル５５によって、撮像素子５１と外部機器との間の電気的な接続をより簡単
でかつ効果的に行うことができる。
【００６９】
　勿論、接地用パターン６２の端子部６２ａに接地用信号線５５Ｂを接続したことによっ
て、撮像素子５１や電子回路部品５４の接地電極を、ビデオプロセッサ４側の接地電極に
電気的に接続することができる。また、撮像素子５１および電子回路部品５４により発生
した熱を、接地用信号線５５Ｂを介して撮像装置３０の外部へと放熱させることもできる
。
【００７０】
　また、電子回路部品５４を、撮像素子５１が固定される保持面５３Ａとは裏面側の実装
面５３Ｂに設けており、さらに、撮像ホルダ５２と硬質基板５３の嵌合部６０のパターン
６２と信号ケーブル５５Ａの接地用信号線５５Ｂが電気的に接続され、撮像素子５１や硬
質基板５３に実装された電子回路部品５４や信号処理用信号線５５Ｃを覆う構成となるの
で、撮像素子５１や硬質基板５３のパターン６２や電子回路部品５４や信号処理用信号線
５５Ｃから外部へのノイズの放射、または外部からこれらへのノイズの混入を抑えること
ができる。
【００７１】
　また、例えば、レンズ枠４６が内視鏡２外部に露出した構成の場合、この露出部に外部
からの静電気等の高電圧が加わっても、レンズ枠４６、撮像ホルダ５２、硬質基板５３の
嵌合部６０のパターン６２、複合ケーブル５５の接地用信号線５５Ｂの順に高電圧が伝わ
り、撮像素子５１に高電圧が加わることを防ぎ、撮像素子５１の破損を防止することがで
きる。　
　従って、第１の実施形態によれば、簡易な構成で、対物レンズに対する撮像素子５１の
位置決め固定を確実に行うことができ、しかも撮像素子５１および電子回路部品５４の電
気的な配線を効率良く行え、撮像素子５１や硬質基板５３のノイズの影響を抑制すること
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ができる内視鏡２を実現できる。
【００７２】
　なお、本実施形態において、硬質基板５３の保持面５３Ａの形状は、四角形状に構成し
た場合について説明したが、これに限定されるものではなく、保持面５３Ａの一部が段差
部６１に当接可能であれば例えば円弧形状やその他の多角形状に構成してもよい。この場
合、撮像ホルダ５２の孔５９の形状も硬質部材５２の形状に合わせて嵌合可能に形成する
ことが必要である。
【００７３】
（第２の実施形態）　
　図１０～図１３は、本発明に係る第２の実施形態を示し、図１０は第２の実施形態に係
る内視鏡の先端部内の保持枠に保持部材の構成を示す斜視図、図１１は、図１０の保持部
材の構成を示す上面図、図１２は、図１１の保持部材の側面図である。また、図１３は、
図１０の保持部材の変形例１の構成を示す側面図である。なお、図１０～図１３は、第１
の実施形態に係る装置と同様の構成要素については同一の符号を付して説明を省略し、異
なる部分のみを説明する。　
　第１の実施形態の硬質基板５３は、平面の基板をコの字状に折曲して構成したが、第２
の実施形態の硬質基板５３Ｘは、コの字状ではなく、Ｈ字状に構成している。　
　具体的には、図１０～図１２に示すように、硬質基板５３Ｘは、中心軸Ｏ方向に対して
直交する方向に２枚の基板を配置し、さらに中心軸方向Ｏ方向に沿って配置した１枚の基
板を前記２枚の基板の中心部分に介在するようにしてＨ字状に構成されている。
【００７４】
　そして、硬質基板５３Ｘは、撮像素子５１の裏面５１Ｂと対向する保持面５３ＸＡに撮
像素子５１を配設する。
【００７５】
　また、この硬質基板５３Ｘは、第１の実施形態と同様に嵌合部６０Ｘを有する。この嵌
合部６０Ｘは、保持面５３ＸＡと、この保持面５３ＸＡと直交する２枚の基板の外面５３
ＸＢとで構成されている。
【００７６】
　すなわち、この硬質基板５３Ａを撮像ホルダ５２に取り付ける場合、硬質基板５３Ｘの
保持面５３ＸＡの一部である縁部が、撮像ホルダ５２の孔５９の長手方向における所定位
置の内周側に形成された段差部６１に当接する。これにより、第１の実施形態と同様に、
撮像素子５１を、対物レンズユニット４０に対して高精度に位置決めを行うことができる
。
【００７７】
　また、硬質基板５３Ｘの基端側には、基板の一部が中心軸Ｏ方向に突起する突起部５３
ＸＥが設けられている（図１２参照）。この突起部５３ＸＥの表裏面には、図１１に示す
ように、硬質基板５３Ｘ内部に配された図示しない配線パターンに接続される複数（ここ
では表裏で８個）の接続用ランド６３と複数（ここでは表裏で４個）の接地用ランド６２
ａが設けられている。
【００７８】
　これらの接続用ランド６３ａには、複合ケーブル５５の信号処理用信号線５５Ｃが半田
等によって電気的に接続されている（図１１参照）。また、これらの接地用ランド６２ａ
には、複合ケーブル５５の接地用信号線５５Ｂが半田等によって電気的に接続されている
（図１１、図１２参照）。
【００７９】
　また、前記複数の接続用ランド６３ａに電気的に接続される図示しない配線パターンは
、硬質基板５３Ｘの各実装面５３ＸＣ、５３ＸＤに配されている。これら実装面５３ＸＣ
、５３ＸＤは、２枚の基板の間に介在する平面基板部の表裏面に配置されている。そして
、各実装面５３ＸＣ、５３ＸＤには、駆動ＩＣやトランス等の電子回路部品５４が実装さ
れ図示しない配線パターンに電気的に接続されている。
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【００８０】
　なお、電子回路部品５４は、これら実装面５３ＸＣ、５３ＸＤに限らず、例えば、硬質
基板５３の保持面５３ＸＡの裏面側、あるいは、基端側に中心軸Ｏ方向に対して垂直な基
板の表裏面に実装するように構成してもよい。　
　また、接続用ランド６３および接地用ランド６２ａは、図１１および図１２に示す配置
位置に限定されるものではなく、必要に応じて設置位置を変更してもよい。勿論、接続用
ランド６３および接地用ランド６２ａの数についても図１１および図１２に示す数に限定
されることはなく、必要に応じて適宜増減させてもよい。　
　その他の構成は前記第１の実施形態と同様である。
【００８１】
　従って、第２の実施形態によれば、上記構成とすることにより、第１の実施形態と同様
に、簡易な構成で、対物レンズに対する撮像素子５１の位置決め固定を確実に行うことが
でき、しかも撮像素子５１および電子回路部品５４の電気的な配線を効率良く行え、撮像
素子５１や硬質基板５３のノイズの影響を抑制することができる内視鏡２を実現できる。
【００８２】
　なお、第２の実施形態において、硬質基板５３Ｘは、例えば、図１３の変形例１に示す
硬質基板５３Ｙに示すように、嵌合部６０の一部を構成する保持面５３ＹＡに撮像素子５
１を取り付けるとともに、この保持面５３ＹＡの端部から中心軸Ｏ方向に沿って設けられ
た外面５３ＹＢを有するコの字状に形成してもよい。
【００８３】
　この硬質基板５４Ｙは、外面５３ＹＢの裏面側に電子回路部品５４を配設する実装面５
３ＹＣを有する。また、この実装面５３ＹＣに連設される実装面５３ＹＤに、信号処理用
信号線５５Ｃが接続される複数の接続用ランド６３を設けている。さらに、硬質基板５３
Ｙの基端側の端部５３ＹＥに、接地用信号線５５Ｂが接続される複数の接地用ランド６２
ａを設けている。このような構成により、第２の実施形態と同様の効果が得られる。
【００８４】
　ところで、本発明の内視鏡２は、上記目的を実現するだけでなく、例えば、撮像素子ユ
ニットにおいて、複合ケーブルとの連結部分に配置される熱収縮チューブの破損防止を図
ったり、複合ケーブルの外皮の長手方向のズレを防止すると同時に複合ケーブルとの連結
部分の細系化等も図ることが可能である。このような技術における構成例１～５を図１５
～図２３を参照しながら開示する。
【００８５】
（構成例１）　
　図１４は、構成例１に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの断面図で
ある。　
　通常、内視鏡における撮像素子ユニットは、撮像素子および基板を内部に取り付けた撮
像ホルダの基端側と複合ケーブルとの先端側との間を熱収縮チューブにより覆うようにし
て構成されている。この場合、熱収縮チューブの内部には、接着剤である充填剤が充填さ
れる。
【００８６】
　ところが、このような従来の構成では、熱収縮チューブの収縮により内部空間が小さく
なり、よって、内部に充填される充填剤の量も少なくなってしまう。このため、内視鏡の
湾曲操作や他の内蔵物の動きによって、撮像素子ユニットの基端部において、複合ケーブ
ルとの連結部分に力が加わってしまい、その連結部分における熱収縮チューブが破損して
しまう虞れがある。
【００８７】
　そこで、本構成例１に係る内視鏡の撮像素子ユニット５０では、図１４に示すように、
撮像ホルダ５２の基端側と複合ケーブル５５の先端側との間を連結するように補強部材６
５Ａを設け、この補強部材６５Ａの外側から熱収縮チューブ６６によって覆うように構成
している。
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【００８８】
　この補強部材６５Ａは、長手方向の硬さが段階的に変化する特性を備えた部材を用いて
構成されて管部材であり、例えば、先端側（撮像ホルダ５２側）が固く、基端側（複合ケ
ーブル５５側）が柔らかくなるように形成される。
【００８９】
　この場合、補強部材６５Ａは、先端側の径が大きく、基端側の径が小さくなるように形
成される。このため、撮像素子ユニット５０の基端側の細径化を図ることができる。
【００９０】
　また、このような補強部材６５Ａを設けたことにより、熱収縮チューブ６６を収縮して
撮像素子ユニット５０の外皮を取り付けたとしても、撮像素子ユニット５０の内部空間が
小さくなることはなく、すなわち、充填剤６７を十分に充填する内部空間を確保すること
ができる。
【００９１】
　よって、本構成例１の内視鏡の撮像素子ユニット５０は、図１４に示すように、補強部
材６５Ａを設けたことにより確保された内部空間に、十分な量の充填剤６７を充填して固
定することができる。
【００９２】
　これにより、撮像素子ユニット５０の複合ケーブル５５との連結部分は、細径化が図ら
れた上に、十分な量の充填剤６７で固定されており、しかも、補強部材６５Ａの基端側が
柔らかい特性を有しているので、外部から力が加わったとしても、撓んだりしてこの力を
逃がすことで破損を防止することができる。
【００９３】
　なお、補強部材６５Ａは、例えば湾曲管のように複数の湾曲駒を連結することで、長手
方向の硬さを段階的になるように構成してもよく、あるいは管部材の外面に複数のスリッ
トを設けて湾曲するように構成してもよい。
【００９４】
　また、補強部材６５Ａは、可撓性を有してはいるものの、ある程度の硬さを有する部材
を用いて構成してもよい。さらに、補強部材６５Ａは、長手方向の硬さが段階的に変化す
るように、ばね部材、あるいは糸巻きのピッチを変えたりして構成してもよい。
【００９５】
　なお、撮像素子ユニット５０の内部は、図１４に示すように、撮像素子５１を取り付け
た基板６０Ａの基端側に複数の接続用ランド６０ａを設け、これら複数の接続用ランド６
０ａに、複合ケーブル５５の信号処理用信号線５５Ｃが半田等で電気的に接続されるよう
になっているが、このような構成に限定されるものではない。
【００９６】
（構成例２）　
　図１５～図１７は、構成例２に係る内視鏡を示し、図１５は、この内視鏡の構成を説明
するための撮像素子ユニットの基端部の断面図、図１６は、図１５の撮像素子ユニットの
変形例１を示す撮像素子ユニットの基端部の断面図、図１７は、図１５の撮像素子ユニッ
トの変形例２を示す撮像素子ユニットの基端部の断面図である。
【００９７】
　内視鏡における撮像素子ユニットは、構成例１にて説明したように、撮像素子および基
板を内部に取り付けた撮像ホルダの基端側と複合ケーブルとの先端側との間を熱収縮チュ
ーブにより覆うようにして構成されている。
【００９８】
　また、複合ケーブルの先端側の連結部分においては、通常、複合ケーブルの最も外側に
配置された外皮シースの外周に糸巻き等のケーブル押さえ部材が配置されており、このケ
ーブル押さえ部材を設けたことにより、その外周に被覆される熱収縮チューブの長手方向
のずれを防止していた。
【００９９】
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　ところが、このような構成では、特にケーブル押さえ部材が配置される、熱収縮チュー
ブと複合ケーブルとの連結部分が太径になってしまうといった問題がある。
【０１００】
　そこで、本構成例２の内視鏡では、図１５に示すように、熱収縮チューブ６６と複合ケ
ーブル５５との連結部分において、複合ケーブル５５の外皮シース５５Ｄの外周の少なく
とも一部に孔５５Ｅを設けて構成した。
【０１０１】
　この孔５５Ｅを設けたことにより、複合ケーブル５５の外皮シース５５Ｄを覆うように
熱収縮チューブ６６を収縮させて取り付けると、この孔５５Ｅの開口部内に熱収縮チュー
ブ６６が入り混んで固定されるので、従来の糸巻きなどのケーブル押さえ部材と同様に熱
収縮チューブ６６の長手方向のずれを防止することができる。　
　なお、この孔５５Ｅは、溝、あるいは、接地用信号線５５Ｂには達していない有底の穴
等であってもよい。
【０１０２】
　これにより、糸巻き等のケーブル押さえ部材を用いずとも、熱収縮チューブ６６の長手
方向のずれを防止することができることは勿論、前記ケーブル押さえ部材を用いてないの
で、熱収縮チューブ６６と複合ケーブル５５との連結部分の外径Ｌ３を従来より小さくし
て細径化を図ることができる。
【０１０３】
　なお、図１６の変形例１に示すように、前記孔５５Ｅは、さらに接地用信号線５５Ｂを
介して信号ケーブル５５Ａの表面まで形成した孔５５Ｅ１となるように構成し、さらに、
この孔５５Ｅ１内に接着剤６８を充填して熱収縮チューブ６６を固定してもよい。
【０１０４】
　この構成においても、糸巻き等のケーブル押さえ部材を用いずとも、熱収縮チューブ６
６の長手方向のずれを防止することができることは勿論、前記ケーブル押さえ部材を用い
てないので、熱収縮チューブ６６と複合ケーブル５５との連結部分の外径Ｌ４は、従来よ
り小さくなり、細径化を図ることができる。
【０１０５】
　また、図１７の変形例２に示すように、前記孔５５Ｅを、全周に設けた有庭の溝５５Ｆ
として構成し、さらに、この溝５５Ｆに糸巻き６８を設け、この糸巻き６８を覆うように
熱収縮チューブ６６を被覆してもよい。この場合、熱収縮チューブ６６と複合ケーブル６
６との連結部分の外径Ｌ５は、構成例２（図１５参照）および変形例１（図１６参照）の
外径Ｌ３、Ｌ４よりも僅かに大きくなるが、溝５５Ｆの深さ分だけ糸巻き６８が入り込む
ため、従来より小さくすることが可能であり、細径化を図ることができる。　
（構成例３）　
　図１８は、構成例３に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの基端部の
断面図、図１９は、図１８の撮像素子ユニットの変形例１を示す撮像素子ユニットの基端
部の断面図である。
【０１０６】
　従来、内視鏡の撮像素子ユニットを組み立てる場合、予め、複合ケーブルの先端部分に
おける外皮シースを所定長さ分切り落として、接地用信号線とこの接地用信号線に被覆さ
れている信号ケーブルを露出させている。その後、複合ケーブルの外皮シースの先端部に
糸巻き等のケーブル押さえ部材を設け、さらに、このケーブル押さえ部材を被覆するよう
に、複合ケーブルの外皮シースと撮像ホルダの基端部との間を、熱収縮チューブを用いて
被覆することにより撮像素子ユニットを構成している。
【０１０７】
　ところが、このような構成では、複合ケーブルの外皮シースを所定長さ分切り落として
から、外皮シース上に糸巻き等のケーブル押さえ部材を設けているので、このケーブル押
さえ部材の位置が複合ケーブルの先端側から離れた位置になってしまう。このため、撮像
素子ユニットの長手方向の長さが長くなってしまい、その結果、内視鏡の先端硬質部長を
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短くするなど小型化を図ることができない。
【０１０８】
　そこで、本構成例３の内視鏡では、図１８に示すように、切り落とした外皮シース５５
Ｄ１を、再度、複合ケーブル５５の先端側から嵌め込み、外皮シース５５Ｄの先端部と接
着剤５５ａにより接着固定している。
【０１０９】
　すると、外皮シース５５Ｄ１の先端面は、露出している信号ケーブル５５Ａの先端面と
同じ位置になる。その後、切り落とした外皮シース５５Ｄ１と外皮シース５５Ｄとの接合
部分近傍の外周に糸巻き等のケーブル押さえ部材６８を配設する。
【０１１０】
　すなわち、本構成例では、複合ケーブル５５の先端面に沿った接線Ｘから押さえケーブ
ル押さえ部材６８までの長さを、従来より短くすることができる。このような構成により
、撮像素子ユニットの長手方向の長さを短くして、内視鏡の先端硬質部長を短縮すること
ができ、先端硬質部の小型化を図ることができる。
【０１１１】
　なお、図１９の変形例１に示すように、予め所定の長さ分の熱収縮チューブ６９を用意
し、この熱収縮チューブ６９を、複合ケーブル５５の外皮シース５５Ｄの先端側に取り付
け、さらに、この熱収縮チューブ６９を覆うように撮像ホルダの基端部と複合ケーブル５
５の外皮シース５５Ｄとの間に熱収縮チューブ６６を配設するように構成してもよい。
【０１１２】
　この場合、熱収縮チューブ６６と熱収縮チューブ６９とは熱を加えることにより強固に
接着されることになる。また、新たに設けた熱収縮チューブ６９の先端側は、熱を加える
ことにより変形して、撮像ホルダ内にて変形した状態で充填剤６７によって強固に固定さ
れるため、複合ケーブル５５の長手方向のズレも防止することができる。
【０１１３】
　したがって、このような構成により、本構成例３と同様に、撮像素子ユニットの長手方
向の長さを短くして、内視鏡の先端硬質部長を短縮することができ、先端硬質部の小型化
を図ることができる。さらに、糸巻き等のケーブル押さえ部材を用いてないので、撮像素
子ユニットの細径化を図ることも可能となる。
【０１１４】
（構成例４）
　図２０は、構成例４に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニットの基端部の
断面図、図２１は、図２０の撮像素子ユニットの変形例１を示す撮像素子ユニットの断面
図である。
【０１１５】
　通常、内視鏡の撮像装置は、撮像ホルダに対物レンズユニットと撮像素子ユニットを組
み込み、さらに、撮像素子ユニットには複合ケーブルの信号ケーブルを接続した基板が接
続されている。従って、撮像装置の長手方向の距離が長くなり、その結果先端硬質部の長
さを短縮することができず、先端硬質部の小型化を図ることができない。
【０１１６】
　そこで、本構成例４の内視鏡では、図２０に示すように、対物レンズユニット４０を固
定するとともに内部に図示しない配線パターンを有するレンズ枠５２Ａを設け、このレン
ズ枠５２Ａの基端側に、ガラスリッド５６を設けた撮像素子５１を配設した。
【０１１７】
　この場合、レンズ枠５２Ａの基端部の一方の端部には接続用ランド７０が設けられ、他
方の端部には接続用ランド７１が設けられている。なお、これらの接続用ランド７０、７
１は、レンズ枠５２Ａ内の図示しない配線パターンと電気的に接続されている。
【０１１８】
　そして、接続用ランド７０には、撮像素子５１の受光面側の縁部に設けられた接続用端
子６９が半田等で電気的に接続されて固定されている。また、接続用ランド７１には、複
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合ケーブル５５の信号ケーブル５５Ａが半田等で電気的に接続されている。なお、レンズ
枠５２Ａの外周には、複数の電子回路部品５４が配設されるようになっている。
【０１１９】
　したがって、このような構成により、撮像ホルダと長手方向に延設される基板を用いず
にレンズ枠５２Ａのみで撮像装置を構成することができるので、レンズ枠５２Ａの長手方
向の長さ、すなわち、撮像装置の長手方向の長さを短縮することができる。よって、先端
硬質部の長手方向の長さを短くして、先端硬質部の小型化を図ることができる。
【０１２０】
　なお、図２１の変形例に示すように、レンズ枠５２Ａの基端部の開口を塞ぐように配置
できる、撮像素子５１を取り付けた基板７２を配設するようにして構成してもよい。
【０１２１】
　この場合、この基板７２は、中心軸方向Ｏに直交する方向に配置されており、第１の実
施形態と同様に基板７２の保持面に撮像素子５１が接続用ランド５８、接続端子５７によ
って電気的に接続されている。
【０１２２】
　そして、この基板７２の撮像素子側の面の縁部に設けられた接続用ランド７２ｂと、レ
ンズ枠５２ａの後端面の縁部に設けられた接続用ランド７０ａとを半田等により電気的に
接続している。
【０１２３】
　また、この基板７２の基端側には図示しない配線パターンと電気的に接続された複数の
接続用ランド７２ａが設けられており、これらの接続用ランド７２ａには、複合ケーブル
５５の信号処理用信号線５５Ｃが半田等で電気的に接続される。
【０１２４】
　なお、レンズ枠５２Ａの外周には、複数の電子回路部品５４が配設され、さらに先端部
には、対物レンズユニット４０の前方に光を照射するための光源部７３が設けられている
。
【０１２５】
　従って、このような変形例に示す構成であっても、本構成例４と同様に、先端硬質部の
小型化を図ることが可能となる。
【０１２６】
（構成例５）　
　図２２は、構成例５に係る内視鏡の構成を説明するための撮像素子ユニット内の基板部
の上面図、図２３は、図２２の基板部の側面図である。
【０１２７】
　内視鏡の撮像装置では、撮像素子が接続される基板上に、複数の電子回路部品が実装さ
れているが、これらの電子回路部品は、所定寸法の間隔で配置されている。このため、電
子回路部品間のスペースが、無駄なスペースとなっていた。また、近年、基板に電気的に
接続される複合ケーブルの信号処理用信号線が極めて細くなり、このため、基板に電気的
に接続するための位置決めが困難であった。
【０１２８】
　そこで、本構成例４の内視鏡では、図２２および図２３に示すように、複合ケーブル５
５の信号処理用信号線５５Ｃを、基板５３Ｓ上に実装されている電子回路部品５４間のス
ペースを這わせて引き回し、基板５３Ｓ上に設けられた接続用ランド６３に半田等により
電気的に接続した。
【０１２９】
　また、太径の信号ケーブル５５Ｂ１についても同様に電子回路部品５４間のスペースを
這わせて引き回し、信号ケーブル５５Ｂ１内の接地用信号線５５Ｂについては電子回路部
品と半田等により電気的に接続し、信号処理用信号線５５Ｃについては接続用ランド６３
に半田等により電気的に接続した。
【０１３０】
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　また、図２３に示すように、２本の信号処理用信号線５５Ｃを縦方向に重ねるように配
置するとともに、これら重ねた信号処理用信号線５５Ｃを電子回路部品５４間のスペース
に這わせて引き回した後、下部の信号処理用信号線５５Ｃについては基端側の接続用ラン
ド６３ａに電気的に接続し、上部の信号処理用信号線５５Ｃについてはその接続用ランド
６３ａよりも先端側に配置された接続用ランド６３に接続してもよい。
【０１３１】
　この場合、各接続用ランド６３、６３ａ近傍の信号処理用信号線５５Ｃを、接着剤７４
を用いて固定すればよい。これにより、各信号処理用信号線５５Ｃを強固に基板５３Ｓに
固定することができる。
【０１３２】
　従って、このように構成することにより、基板上の電子回路部品間のスペースを、無駄
なスペースとすることもなく、効率良く信号処理用信号線５５Ｃ等の信号線を引き回して
電気的に接続することができる。また、基板に電気的に接続される複合ケーブルの信号処
理用信号線５５Ｃが極めて細くなったとしても、複数の電子回路部品間のスペースを用い
て接続用ランド６３、６３ａに接続するための位置決めを行うことができるので、容易に
接続作業を行うことも可能となる。
【０１３３】
　本発明は、上述した実施形態、変形例および構成例に限定されるものではなく、本発明
の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１３４】
１…内視鏡システム
２…内視鏡
３…光源装置
４…ビデオプロセッサ
５…モニタ
６…先端部
７…湾曲部
８…可撓管部
９…挿入部
１０…操作部
２１…観察窓
２２…照明窓
２３…先端開口
２４…ノズル
３０…撮像装置
４０…対物レンズユニット
４１、４３…間隔環
４２、４４…光学レンズ
４６…レンズ枠
５０…撮像素子ユニット
５１…撮像素子
５１Ａ…表面
５１Ｂ…裏面
５１ａ…受光部
５２…撮像ホルダ（保持枠）
５３…硬質基板
５４…電子回路部品
５５…複合ケーブル
５５Ａ…信号ケーブル
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５５Ｂ…接地用信号線
５５Ｃ…信号処理用信号線
５６…ガラスリッド
５７…接続端子
５８…接続用ランド
５９…孔
６０…嵌合部
６１…段差部
６２…パターン
６３…接続用ランド
６４…ダミーランド
６４ａ…ダミー端子
６５…半田

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：以简单的结构将图像拾取装置相对于物镜可靠地定位和固
定，并且抑制图像拾取装置和电路板的噪声的影响。 本发明的内窥镜2
包括：保持物镜单元40的图像保持器52；图像拾取元件51；以及保持图
像拾取元件51的硬质基板53。 硬质基板53是其上安装有图像拾取元件51
的背面侧51B的硬基板，并且电连接至图像拾取元件51的连接端子57。 
有。 装配部60用于通过将其安装到孔59中而相对于物镜单元40定位并固
定图像拾取装置51，并且具有导电图案62。 [选择图]图2
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